
議案第２９号

控訴の提起について

損害賠償請求事件に関し、次のとおり控訴を提起する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１２号の規定により、議会の議決を求める。

平成３０年４月４日提出

向日市長 安 田 守



１ 事件番号（第１審）

京都地方裁判所平成２３年（ワ）第２５００号、同平成２４

年（ワ）第２１９０号及び同平成２４年（ワ）第４０３７号損

害賠償請求事件

２ 当事者

控訴人となるべき者（第１審原告）

向日市

被控訴人となるべき者（第１審被告）

洛西建設株式会社

株式会社大髙

エバタ株式会社

東ソー・ニッケミ株式会社

株式会社上野建設

みすゞ産業株式会社

３ 控訴の趣旨

上記１の各事件について、平成３０年３月２３日に言い渡し

のあった判決に不服があるので、控訴を提起する。



４ 控訴審裁判所

大阪高等裁判所

５ 本件に関する取扱い

本件の訴訟は、弁護士に委任する。



〈参 考〉

１ 事件の概要

(1) 被告洛西建設株式会社は、向日市寺戸町北野地内において、

開発行為等に伴う公共施設等の工事の施工中、雨水貯留槽の

設置を行った際、遮水シートの点検枡への接着を適切に行わ
ます

ず、貯留槽ブロックの設置に併せて段階的な土砂の埋め戻し

と転圧を行わなかったため、雨水貯留槽に隠れた瑕疵が生じ

た。

(2) 平成１８年３月２４日、開発行為等に伴う公共施設等の工事

が完了し、市に雨水貯留槽が帰属され、平成２１年７月１日

に供用を開始した。

(3) 平成２１年７月２２日、(1)に起因して、雨水貯留槽が破損

する事故が発生した。

(4) 市は、(3)の事故により、雨水貯留槽の改修費用等相当額の

損害を受けた。

(5) 平成２３年５月２日、市は、被告洛西建設株式会社に対し、

当該損害に対する賠償を行うよう請求した。

(6) 平成２３年５月１１日、被告洛西建設株式会社から｢お支払

すべき法的根拠が定かではありませんので、現時点において、

当社はこれをお支払することはいたしかねます。｣との回答が

あった。

２ 経過



平成２３年７月２１日付けで京都地方裁判所に訴えを提起した

損害賠償請求事件（平成２３年（ワ）第２５００号、平成２４年７月２０日）

付け損害賠償請求事件（平成２４年（ワ）第２１９０号）及び平成２

４年１２月２７日付け損害賠償請求事件（平成２４年（ワ）第４

０３７号）は、併合審理されている。

(1) 平成２３年１０月１３日、被告洛西建設株式会社は、第１

回口頭弁論において向日市の請求の棄却を求めた。

(2) 平成２４年３月７日、被告洛西建設株式会社は、下請負人

として雨水貯留槽を施工したエバタ株式会社に対する訴訟告知

を行った。

(3) 平成２４年４月１７日、エバタ株式会社は、孫請負人とし

て遮水シート等を施工した東ソー・ニッケミ株式会社に対する

訴訟告知を行った。

(4) 平成２４年７月２６日、相手方は、埋め戻しの工事につい

て、被告株式会社大髙が株式会社上野建設に対し、下請けを依

頼して同社が施工したことを明らかにした。

(5) 平成２４年９月２６日、被告東ソー・ニッケミ株式会社は、

遮水シートの接着工事について、みすゞ産業株式会社に対し、

下請けを依頼して同社が施工したことを明らかにした。

(6) 平成２８年６月２２日、京都地方裁判所が「和解勧告」を

送付した。

(7) 平成２８年６月３０日、市は、京都地方裁判所に「和解勧

告に対する意見」を提出した。

(8) 平成３０年３月２３日、判決

(9) 平成３０年３月２３日、判決書正本送達



３ 判決の主文

、 、１ 被告東ソー・ニッケミ及び被告みすゞ産業は 原告に対し

連帯して、８，１６５万１，２５０円及びこれに対する平成

２１年７月２３日から支払済みまで年５％の割合による金員

を支払え。

２ 原告の被告東ソー・ニッケミ及び被告みすゞ産業に対する

その余の請求及びその余の被告らに対する請求をいずれも棄

却する。

３ 訴訟費用は、原告に生じた費用の６分の２と被告東ソー・

ニッケミ及びみすゞ産業に生じた費用とを２分し、その１を

原告の負担とし、その余を上記被告らの負担とし、原告に生

じたその余の費用とその余の被告らに生じた費用を原告の負

担とする。

４ この判決の１項は仮に執行することができる。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


